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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　参照光と、患者眼に照射された測定光の反射光とによるＯＣＴ信号を処理することで、
前記患者眼の組織の画像を撮影する画像撮影装置であって、
　前記患者眼の組織上で前記測定光を二次元方向に走査させる走査手段と、
　音を入力する音入力手段と、
　前記患者眼の組織の正面画像を取得する正面画像取得手段と、
　前記画像撮影装置の動作を制御する制御部と、
　を備え、
　断層画像の撮影方法が互いに異なる複数の撮影パターンが予め定められており、
　前記制御部は、
　前記音入力手段によって入力された音に対して音認識処理を行い、
　前記音認識処理による認識結果が、前記測定光の走査位置および撮影パターンを指定す
る結果であった場合に、
　前記正面画像取得手段によって取得された前記正面画像に対して画像処理を行うことで
、正面画像に写る前記患者眼の組織の配置を取得し、
　取得した組織の配置に基づいて、指定された前記走査位置に、指定された前記撮影パタ
ーンで前記測定光を走査させるパラメータを生成することを特徴とする画像撮影装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像撮影装置であって、
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　前記制御部は、
　発言を行った人物を前記音認識処理によって特定し、特定した結果に応じて、前記測定
光を走査させるパラメータを生成することを特徴とする画像撮影装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の画像撮影装置であって、
　前記制御部は、
　前記音認識処理による認識結果に基づいて撮影動作を決定した場合に、撮影動作を決定
する契機となった前記音認識処理の認識結果を表示手段に表示させることを特徴とする画
像撮影装置。
【請求項４】
　参照光と、患者眼に照射された測定光の反射光とによるＯＣＴ信号を処理することで、
前記患者眼の組織の画像を撮影する画像撮影装置において実行される画像撮影制御プログ
ラムであって、
　前記画像撮影装置は、
　前記患者眼の組織上で前記測定光を二次元方向に走査させる走査手段と、
　音を入力する音入力手段と、
　前記患者眼の組織の正面画像を取得する正面画像取得手段と、
　前記画像撮影装置の動作を制御する制御部と、
　を備え、
　断層画像の撮影方法が互いに異なる複数の撮影パターンが予め定められており、
　前記画像撮影制御プログラムが前記制御部によって実行されることで、
　前記音入力手段によって入力された音に対して音認識処理を行い、
　前記音認識処理による認識結果が、前記測定光の走査位置および撮影パターンを指定す
る結果であった場合に、
　前記正面画像取得手段によって取得された前記正面画像に対して画像処理を行うことで
、正面画像に写る前記患者眼の組織の配置を取得し、
　取得した組織の配置に基づいて、指定された前記走査位置に、指定された前記撮影パタ
ーンで前記測定光を走査させるパラメータを生成するステップ
　を前記画像撮影装置に実行させることを特徴とする画像撮影制御プログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、ＯＣＴ信号を処理することで被検体の画像を撮影する画像撮影装置、および
、画像撮影装置において実行される画像撮影制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被検体に測定光を走査させて、測定光の反射光と参照光とによって被検体の画像
（例えば断層画像）を撮影する画像撮影装置が知られている。例えば、特許文献１に開示
されている光コヒーレンストモグラフィ装置は、測定光の走査位置を変化させることで、
黄斑ライン撮影、黄斑マップ撮影、乳頭マップ撮影等、種々の態様で眼底の断層画像を取
得する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－１３２１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　画像撮影装置は、種々のパラメータおよび入力信号に基づいて撮影動作を決定する。例
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えば、ユーザが操作部を操作して測定光の走査位置を設定すると、画像撮影装置は、走査
手段の駆動を制御するためのパラメータを設定し、パラメータに基づいて走査手段を制御
する。その結果、ユーザが所望する位置に測定光が走査される。また、ユーザが撮影の開
始指示を入力するために操作部を操作すると、撮影を開始させるトリガ信号が入力される
。画像撮影装置は、トリガ信号の入力を契機として撮影動作を開始させる。
【０００５】
　従来の画像撮影装置では、ユーザは、各種パラメータおよび信号を入力するために操作
部を頻繁に操作する必要があった。従って、画像の撮影を実行する際のユーザの作業負担
を軽減することが困難であった。
【０００６】
　本開示の典型的な目的は、画像の撮影を実行する際のユーザの作業負担を容易に軽減す
るための画像撮影装置および画像撮影制御プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示における典型的な実施形態が提供する画像撮影装置は、参照光と、患者眼に照射
された測定光の反射光とによるＯＣＴ信号を処理することで、前記患者眼の組織の画像を
撮影する画像撮影装置であって、前記患者眼の組織上で前記測定光を二次元方向に走査さ
せる走査手段と、音を入力する音入力手段と、前記患者眼の組織の正面画像を取得する正
面画像取得手段と、前記画像撮影装置の動作を制御する制御部と、を備え、断層画像の撮
影方法が互いに異なる複数の撮影パターンが予め定められており、前記制御部は、前記音
入力手段によって入力された音に対して音認識処理を行い、前記音認識処理による認識結
果が、前記測定光の走査位置および撮影パターンを指定する結果であった場合に、前記正
面画像取得手段によって取得された前記正面画像に対して画像処理を行うことで、正面画
像に写る前記患者眼の組織の配置を取得し、取得した組織の配置に基づいて、指定された
前記走査位置に、指定された前記撮影パターンで前記測定光を走査させるパラメータを生
成する。
 
【０００８】
　本開示における典型的な実施形態が提供する画像撮影制御プログラムは、参照光と、患
者眼に照射された測定光の反射光とによるＯＣＴ信号を処理することで、前記患者眼の組
織の画像を撮影する画像撮影装置において実行される画像撮影制御プログラムであって、
前記画像撮影装置は、前記患者眼の組織上で前記測定光を二次元方向に走査させる走査手
段と、音を入力する音入力手段と、前記患者眼の組織の正面画像を取得する正面画像取得
手段と、前記画像撮影装置の動作を制御する制御部と、を備え、断層画像の撮影方法が互
いに異なる複数の撮影パターンが予め定められており、前記画像撮影制御プログラムが前
記制御部によって実行されることで、前記音入力手段によって入力された音に対して音認
識処理を行い、前記音認識処理による認識結果が、前記測定光の走査位置および撮影パタ
ーンを指定する結果であった場合に、前記正面画像取得手段によって取得された前記正面
画像に対して画像処理を行うことで、正面画像に写る前記患者眼の組織の配置を取得し、
取得した組織の配置に基づいて、指定された前記走査位置に、指定された前記撮影パター
ンで前記測定光を走査させるパラメータを生成するステップを前記画像撮影装置に実行さ
せる。
 
【０００９】
　本開示に係る画像撮影装置および画像撮影制御プログラムによると、画像の撮影を実行
する際のユーザの作業負担が容易に軽減される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】画像撮影装置１およびＰＣ４０の概略構成を示す図である。
【図２】事前データ生成処理のフローチャートである。
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【図３】事前正面画像５０上に走査位置が規定された状態の一例を示す図である。
【図４】カスタムパターン生成処理のフローチャートである。
【図５】眼底モデル６０上に規定されたカスタムパターンの一例を示す図である。
【図６】撮影処理のフローチャートである。
【図７】撮影処理中に実行される事前プラン撮影準備処理のフローチャートである。
【図８】撮影処理中に実行されるフォローアップ撮影準備処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
＜概要＞
　本開示で例示する画像撮影装置は、参照光と、患者眼に照射された測定光の反射光とに
よるＯＣＴ信号を処理することで、患者眼の組織の画像（例えば断層画像等）を撮影する
。画像撮影装置は、走査手段、音入力手段、および制御部を備える。走査手段は、患者眼
の組織上で測定光を二次元方向に走査させる。音入力手段は音を入力する。制御部は、音
入力手段によって入力された音に対して認識処理を行い、音認識処理による認識結果に基
づいて、走査手段の駆動を制御することで行われる撮影動作を決定するパラメータおよび
信号の少なくともいずれかを生成する。従って、各種パラメータ等を入力するためにユー
ザが操作部を操作する作業が軽減される。よって、画像の撮影を実行する際のユーザの作
業負担が軽減される。
【００１２】
　制御部は、走査手段によって走査される測定光の、患者眼の組織上における走査位置お
よび走査順序の少なくともいずれかを規定するパラメータを、音認識処理による認識結果
に基づいて生成してもよい。この場合、走査位置および走査順序を指定するためにユーザ
が操作部を操作する作業が軽減される。よって、より容易に適切な撮影が行われる。
【００１３】
　制御部は、測定光が走査される走査ラインの位置、形状、長さ、および、複数の走査ラ
インが設定される範囲である走査範囲の位置、形状、大きさの少なくともいずれかを規定
するパラメータを、音認識処理による認識結果に基づいて生成してもよい。この場合、ユ
ーザは、走査位置を音によってより正確に設定することができる。
【００１４】
　パラメータを音によってユーザに指定させるための具体的な方法は、適宜設定できる。
例えば、断層画像の撮影方法が互いに異なる複数の撮影パターンが予め定められていても
よい。複数の撮影パターンには、例えば、黄斑近傍でラスタースキャンを行う撮影パター
ン（いわゆる「黄斑マップ」）、視神経乳頭近傍でラスタースキャンを行う撮影パターン
（いわゆる「乳頭マップ」）、黄斑において直線状に測定光を走査させる撮影パターン（
いわゆる「黄斑ライン」）、視神経乳頭において直線状に測定光を走査させる撮影パター
ン（いわゆる「乳頭ライン」）、黄斑において測定光を十字状に交差するように走査させ
る撮影パターン（いわゆる「黄斑クロス」）、視神経乳頭において測定光を十字状に交差
するように走査させる撮影パターン（いわゆる「乳頭クロス」）等の少なくともいずれか
が予め定められていてもよい。制御部は、音認識処理による認識結果が撮影パターンを指
定する結果であった場合に、指定された撮影パターンで撮影を実行するパラメータを生成
してもよい。
【００１５】
　また、制御部は、音認識処理による認識結果が方向を指定する結果であった場合に、走
査ラインまたは走査範囲の位置を指定された方向に移動させて撮影を実行するパラメータ
を生成してもよい。同様に、音認識処理による認識結果が、走査ラインまたは走査範囲の
形状、長さ、または大きさを指定する結果であった場合に、制御部は、指定された形状、
長さ、または大きさに従って撮影を実行するパラメータを生成してもよい。
【００１６】
　画像撮影装置は、患者眼の組織の正面画像を取得する正面画像取得手段を備えていても
よい。制御部は、音認識処理による認識結果が測定光の走査位置を指定する結果であった
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場合、正面画像に対して画像処理を行うことで、正面画像に写る組織の配置を取得し、取
得した組織の配置に基づいて、指定された走査位置に測定光を走査させるパラメータを生
成してもよい。この場合、ユーザは、画像を撮影したい位置を発言することで、希望する
位置の画像を画像撮影装置に撮影させることができる。
【００１７】
　コンビネーション撮影の撮影パターンが予め複数定められていてもよい。コンビネーシ
ョン撮影とは、走査ラインの位置または走査範囲の位置が互いに異なる複数の撮影動作を
順序に沿って連続して実行する撮影である。制御部は、複数の撮影パターンのうち、音認
識処理による認識結果に対応する撮影パターンで撮影動作を実行するためのパラメータを
生成してもよい。この場合、コンビネーション撮影の撮影パターンを指定するためにユー
ザが操作部を操作する作業が軽減される。よって、より容易に適切な撮影が行われる。
【００１８】
　なお、コンビネーション撮影の撮影パターンには、種々のパターンを定めることができ
る。例えば、黄斑マップ撮影と黄斑ライン撮影を連続して実行するパターン（いわゆる「
黄斑コンボ」）、乳頭マップ撮影と乳頭ライン撮影を連続して実行するパターン（いわゆ
る「乳頭コンボ」）等の少なくともいずれかが定められていてもよい。また、複数の走査
範囲に対して順に測定光を走査させるパターンが定められていてもよい。
【００１９】
　制御部は、ユーザによって指示された複数の撮影動作を実行するコンビネーション撮影
の撮影パターン（カスタムパターン）を、ユーザによって入力された指示に応じて生成し
、生成したカスタムパターンを特定する特定キーワードと共に記憶手段に記憶させてもよ
い。制御部は、音認識処理による認識結果が特定キーワードである場合に、特定キーワー
ドで特定されるカスタムパターンで撮影動作を実行するためのパラメータを生成してもよ
い。この場合、ユーザは、希望する複数の撮影動作を連続して実行させるカスタムパター
ンを、自由に設定することができる。さらに、ユーザは、特定キーワードを発言すること
で、希望するカスタムパターンに従った撮影を容易に画像撮影装置に実行させることがで
きる。
【００２０】
　なお、カスタムパターンを生成して記憶手段に記憶させるための具体的な方法は、適宜
設定できる。例えば、制御部は、操作部が操作されることで入力された操作指示に応じて
カスタムパターンを生成してもよい。また、制御部は、音認識処理による認識結果が、カ
スタムパターンにおける複数の撮影動作を指示する結果である場合に、認識結果に応じて
カスタムパターンを生成してもよい。
【００２１】
　制御部は、患者眼の組織の撮影動作を実行した場合に、実行した撮影動作の撮影条件を
患者毎に記憶手段に記憶させてもよい。制御部は、音認識処理の結果が、過去に実行した
撮影動作における撮影条件と同一の撮影条件で撮影動作を実行させることを指定する結果
であった場合に、記憶手段に記憶された撮影条件のうち、同一の患者に対する過去の撮影
動作における撮影条件で撮影動作を実行するためのパラメータを生成してもよい。この場
合、ユーザは、過去の撮影条件と同一の条件で行われる撮影（いわゆるフォローアップ撮
影）を、容易に画像撮影装置に実行させることができる。
【００２２】
　制御部は、音認識処理による認識結果が撮影動作の開始を指示する結果であった場合に
、撮影動作を開始させる開始信号を生成してもよい。この場合、ユーザは、操作部を操作
しなくても、適切なタイミングで撮影動作を開始させることができる。よって、ユーザの
作業負担が軽減される。また、患者が自ら撮影動作の開始指示を画像撮影装置に入力する
ことも容易である。
【００２３】
　制御部は、撮影動作によって撮影された画像を表示手段に表示させてもよい。制御部は
、音認識処理による認識結果が、表示された画像を許容しない結果であった場合に、撮影
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動作を再度実行させる再撮影信号を生成してもよい。この場合、ユーザは、操作部を操作
しなくても、表示手段に表示された画像を見て再撮影の実行指示を画像撮影装置に入力す
ることができる。
【００２４】
　制御部は、測定光と参照光の光路長差、および、測定光のフォーカスの少なくともいず
れかを調整するパラメータを、音認識処理による認識結果に基づいて生成してもよい。こ
の場合、光路長差およびフォーカスを調整するためにユーザが行う操作部の操作が軽減さ
れるので、ユーザの作業効率が向上する。
【００２５】
　制御部は、患者眼の組織の動きに応じて測定光の走査位置を追従させるトラッキングを
実行するか否かを決定する信号を、音認識処理による認識結果に基づいて生成してもよい
。この場合、ユーザは、トラッキングを実行させるか否かの指示を容易に画像撮影装置に
入力することができる。
【００２６】
　制御部は、同一の走査位置に測定光を複数回走査させて、複数回撮影された画像の加算
平均処理を行う場合に、前記同一の走査位置に対する測定光の操作回数（つまり、加算さ
れる画像の枚数）を決定するパラメータを、音認識処理による認識結果に基づいて生成し
てもよい。この場合、ユーザは、加算される画像の枚数を容易に画像撮影装置に入力する
ことができる。
【００２７】
　制御部は、患者眼の組織の同一位置から異なる時間に複数のＯＣＴ信号を取得してモー
ションコントラストデータを取得する撮影（例えばアンギオグラフィー撮影）、および、
患者眼の組織の断層画像の撮影を含む複数の撮影のいずれを実行するかを決定する信号を
、音認識処理による認識結果に基づいて生成してもよい。この場合、ユーザは、複数の撮
影方法のうち希望する撮影を、容易に画像撮影装置に実行させることができる。
【００２８】
＜実施形態＞
　以下、本開示に係る典型的な実施形態の１つについて説明する。一例として、本実施形
態の画像撮影装置（光コヒーレンストモグラフィ装置）１は、患者眼Ｅの眼底を被検体と
し、眼底組織の断層画像およびモーションコントラスト画像を撮影することができる。た
だし、眼底以外の被検体（例えば、患者眼Ｅの前眼部、または患者眼Ｅ以外の生体組織）
の画像を撮影する画像撮影装置にも、本開示で例示する技術の少なくとも一部を適用でき
る。
【００２９】
＜概略構成＞
　図１を参照して、本実施形態の画像撮影装置１の概略構成について説明する。画像撮影
装置１は、ＯＣＴ部１０および制御部３０を備える。
【００３０】
　ＯＣＴ部１０について説明する。ＯＣＴ部１０は、光コヒーレンストモグラフィ（ＯＣ
Ｔ）の原理を用いてＯＣＴ信号を取得する。ＯＣＴ部１０は、ＯＣＴ光源１１、カップラ
ー（光分割器）１２、測定光学系１３、参照光学系２０、検出器２２、および正面観察光
学系２３を備える。
【００３１】
　ＯＣＴ光源１１は、ＯＣＴ信号を取得するための光（ＯＣＴ光）を出射する。カップラ
ー１２は、ＯＣＴ光源１１から出射された光を、測定光と参照光に分割する。また、本実
施形態のカップラー１２は、被検体（本実施形態では患者眼Ｅの眼底）によって反射され
た測定光と、参照光学系２０によって生成された参照光とを合成し、合成された干渉光を
検出器２２に受光させる。
【００３２】
　測定光学系１３は、カップラー１２によって分割された測定光を被検体に導くと共に、
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被検体によって反射された測定光をカップラー１２に戻す。測定光学系１３は、光スキャ
ナ１４、投影光学系１６、およびフォーカス調整部１７を備える。光スキャナ１４は、駆
動部１５によって駆動されることで、測定光を二次元方向に走査（偏向）させることがで
きる。本実施形態では、互いに異なる方向に測定光を偏向させることが可能な２つのガル
バノミラーが光スキャナ１４として用いられている。しかし、光を偏向させる別のデバイ
ス（例えば、ポリゴンミラー、レゾナントスキャナ、音響光学素子等の少なくともいずれ
か）が光スキャナ１４として用いられてもよい。投影光学系１６は、光スキャナ１４より
も光路の下流側（つまり被検体側）に設けられており、測定光を被検体に向けて投影する
。フォーカス調整部１７は、投影光学系１６が備える光学部材（例えばレンズ）を測定光
の光軸に沿う方向に移動させることで、測定光のフォーカスを調整する。
【００３３】
　参照光学系２０は、参照光を生成してカップラー１２に戻す。本実施形態の参照光学系
２０は、カップラー１２によって分割された参照光を反射光学系（例えば、参照ミラー）
によって反射させることで、参照光を生成する。しかし、参照光学系２０の構成も変更で
きる。例えば、参照光学系２０は、カップラー１２から入射した光を反射させずに透過さ
せて、カップラー１２に戻してもよい。参照光学系２０は、測定光と参照光の光路長差を
変更する光路長差調整部２１を備える。本実施形態では、参照ミラーが光軸方向に移動さ
れることで、光路長差が変更される。なお、光路長差を変更するための構成は、測定光学
系１３の光路中に設けられていてもよい。
【００３４】
　検出器２２は、測定光と参照光の干渉信号を検出する。本実施形態では、フーリエドメ
インＯＣＴの原理が採用されている。フーリエドメインＯＣＴでは、干渉光のスペクトル
強度（スペクトル干渉信号）が検出器２２によって検出され、スペクトル強度データに対
するフーリエ変換によって複素ＯＣＴ信号が取得される。フーリエドメインＯＣＴの一例
として、Ｓｐｅｃｔｒａｌ－ｄｏｍａｉｎ－ＯＣＴ（ＳＤ－ＯＣＴ）、Ｓｗｅｐｔ－ｓｏ
ｕｒｃｅ－ＯＣＴ（ＳＳ－ＯＣＴ）等を採用できる。また、例えば、Ｔｉｍｅ－ｄｏｍａ
ｉｎ－ＯＣＴ（ＴＤ－ＯＣＴ）等を採用することも可能である。本実施形態では、ＳＤ－
ＯＣＴが採用されている。ＳＤ－ＯＣＴの場合、例えば、ＯＣＴ光源１１として低コヒー
レント光源（広帯域光源）が用いられると共に、干渉光の光路における検出器２２の近傍
には、干渉光を各周波数成分（各波長成分）に分光する分光光学系（スペクトロメータ）
が設けられる。ＳＳ－ＯＣＴの場合、例えば、ＯＣＴ光源１１として、出射波長を時間的
に高速で変化させる波長走査型光源（波長可変光源）が用いられる。この場合、ＯＣＴ光
源１１は、光源、ファイバーリング共振器、および波長選択フィルタを備えていてもよい
。波長選択フィルタには、例えば、回折格子とポリゴンミラーを組み合わせたフィルタ、
および、ファブリー・ペローエタロンを用いたフィルタ等がある。
【００３５】
　正面観察光学系２３は、被検体（本実施形態では患者眼Ｅの眼底）の正面画像を取得す
るために設けられている。正面観察光学系２３の構成には、例えば、走査型レーザ検眼鏡
（ＳＬＯ）、および、二次元の撮影範囲に赤外光を一括照射して正面画像を撮影する赤外
カメラ等の少なくともいずれかの構成を採用できる。また、画像撮影装置１は、測定光を
被検体上で二次元方向に走査させて三次元断層画像データを取得し、三次元断層画像デー
タから、測定光の光軸に沿う方向（正面方向）から被検体を見たい場合のＯＣＴ正面（Ｅ
ｎｆａｃｅ）画像を取得してもよい。ＯＣＴ正面画像のデータは、例えば、ＸＹ方向の各
位置で深さ方向（Ｚ方向）に輝度値が積算された積算画像データ、ＸＹ方向の各位置での
スペクトルデータの積算値、ある一定の深さ方向におけるＸＹ方向の各位置での輝度デー
タ、網膜のいずれかの層（例えば、網膜表層）におけるＸＹ方向の各位置での輝度データ
等であってもよい。ＯＣＴ正面画像が取得される場合、正面観察光学系２３は省略されて
もよい。つまり、ＯＣＴ正面画像を取得するＯＣＴ部１０および制御部３０は、正面画像
取得手段として機能することも可能である。
【００３６】
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　制御部３０について説明する。制御部３０は、画像撮影装置１の各種制御を司る。制御
部３０は、ＣＰＵ３１、ＲＡＭ３２、ＲＯＭ３３、および不揮発性メモリ（ＮＶＭ）３４
を備える。ＣＰＵ３１は各種制御を行うコントローラである。ＲＡＭ３２は各種情報を一
時的に記憶する。ＲＯＭ３３には、ＣＰＵ３１が実行するプログラム、および各種初期値
等が記憶されている。ＮＶＭ３４は、電源の供給が遮断されても記憶内容を保持できる非
一過性の記憶媒体である。後述するカスタムパターン生成処理（図４参照）および撮影処
理（図６参照）を実行するための画像撮影制御プログラムは、ＮＶＭ３４に記憶されてい
てもよい。
【００３７】
　制御部３０には、マイク３６、モニタ３７、および操作部３８が接続されている。マイ
ク３６は音を入力する。マイク３６は、画像撮影装置１を操作するユーザの頭部に装着さ
れてもよい。この場合、種々の音のうち、画像撮影装置１を操作するユーザの発言のみが
制御部３０に入力され易い。よって、誤作動の発生が抑制される。モニタ３７は各種画像
を表示する。操作部３８は、ユーザが各種操作指示を画像撮影装置１に入力するために、
ユーザによって操作される。操作部３８には、例えば、マウス、キーボード、タッチパネ
ル、フットスイッチ等の種々のデバイスを用いることができる。
【００３８】
　本実施形態では、ＯＣＴ部１０および制御部３０が１つの筐体に内蔵された一体型の画
像撮影装置１を例示する。しかし、画像撮影装置１は、筐体が異なる複数の装置を備えて
いてもよいことは言うまでもない。例えば、画像撮影装置１は、ＯＣＴ部１０を内蔵する
光学装置と、光学装置に有線または無線で接続されるパーソナルコンピュータ（以下、「
ＰＣ」という）とを備えていてもよい。この場合、光学装置が備える制御部とＰＣの制御
部が、共に画像撮影装置１の制御部３０として機能してもよい。
【００３９】
　図１を参照して、事前データ生成装置４０の概略構成について説明する。本実施形態の
画像撮影装置１は、事前データによって予め規定された走査位置に測定光を走査させるこ
とができる。事前データとは、撮影動作（被検体の観察、アライメント、および断層画像
等の撮影）が開始されるよりも前に予め生成されたデータである。事前データでは、被検
体の組織の配置と測定光の走査位置の関係が規定されている。事前データ生成装置４０は
、撮影動作が行われるよりも前に事前データ４０を予め生成することができる。
【００４０】
　一例として、本実施形態では、電子カルテがインストールされた電子カルテ用ＰＣが、
事前データ生成装置４０として用いられる。従って、医師は、電子カルテを用いて電子的
にカルテを作成しつつ、事前データを生成させることができる。ただし、電子カルテ用Ｐ
Ｃ以外のデバイスが事前データ生成装置４０として用いられてもよい。例えば、画像撮影
装置１が事前データ生成装置として機能してもよい。また、被検体の観察または撮影を行
うための医療装置（例えば、眼底カメラ、ＳＬＯ、赤外カメラ等）が事前データ生成装置
として機能してもよい。この場合、医療装置の制御部は、被検体の解析結果（例えば、被
検体の撮影画像の解析結果、または、血流マップ等の解析結果）に基づいて、事前データ
を自動的に生成してもよい。
【００４１】
　事前データ生成装置４０の制御部は、画像撮影装置１と同様に、ＣＰＵ４１、ＲＡＭ４
２、ＲＯＭ４３、およびＮＶＭ４４を備える。ＮＶＭ４４には、後述する事前データ生成
処理（図２参照）を実行するための事前データ生成処理プログラム等が記憶されている。
また、事前データ生成装置４０には、マイク４６、モニタ４７、および操作部４８が接続
されている。
【００４２】
＜事前データ生成処理＞
　図２および図３を参照して、事前データ生成処理について説明する。前述したように、
本実施形態では、ユーザは、撮影動作を実行するよりも前に予め事前データを作成してお
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くことで、事前に規定した走査位置に測定光を走査させる撮影（以下、「事前プラン撮影
」という）を画像撮影装置１に実行させることができる。事前データ生成装置４０のＣＰ
Ｕ４１は、ＮＶＭ４４に記憶された事前データ生成処理プログラムに従って、図２に示す
事前データ生成処理を実行する。
【００４３】
　まず、ＣＰＵ４１は、電子カルテ画面をモニタ４７に表示させる（Ｓ１）。ユーザ（例
えば医師）は、電子カルテ画面がモニタ４７に表示された状態で各種指示を事前データ生
成装置４０に入力することで、電子的にカルテを作成することができる。
【００４４】
　次いで、ＣＰＵ４１は、患者の組織の正面画像を取得し、モニタ４７に表示させる（Ｓ
２）。一例として、本実施形態では、患者眼Ｅの眼底の正面画像が用いられる。眼底の正
面画像は、例えば、眼底カメラ、ＳＬＯ、赤外カメラ等の撮影装置によって撮影されても
よい。ＣＰＵ４１は、有線通信、無線通信、または着脱可能なメモリ等を介して、撮影装
置から正面画像のデータを取得し、モニタ４７に表示させる。以下では、Ｓ２で取得され
る正面画像を事前正面画像という場合もある。
【００４５】
　ＣＰＵ４１は、ユーザによって入力された指示に応じて事前正面画像上に走査位置を規
定することで、事前データを生成する（Ｓ３）。ＣＰＵ４１は、生成した事前データを患
者ＩＤと電子カルテ情報に対応付けて、ＮＶＭ４４に記憶させる（Ｓ４）。
【００４６】
　図３を参照して、事前データを生成する処理（Ｓ３）の一例について説明する。図３は
、事前正面画像５０上に走査位置が規定された状態の一例を示す図である。図３に示す事
前正面画像５０には、眼底の組織（例えば、視神経乳頭５１、黄斑５２、および眼底血管
５３）が写っている。走査ラインの位置を規定する指示が入力されると、ＣＰＵ４１は、
走査ライン５５をモニタ４７に表示させる。走査ライン５５の移動指示が入力されると、
ＣＰＵ４１は、指示に応じて事前正面画像５０上で走査ライン５５を移動させる。移動さ
れた走査ライン５５の位置が、組織に対する測定光の走査位置として規定される。また、
走査範囲の位置を規定する指示が入力されると、ＣＰＵ４１は、走査範囲５６をモニタ４
７に表示させる。走査範囲５６の移動指示が入力されると、ＣＰＵ４１は、指示に応じて
事前正面画像５０上で走査範囲５６を移動させる。画像撮影装置１による撮影時には、測
定光は、走査範囲５６の範囲内において複数回走査される。
【００４７】
　なお、ユーザは、走査ライン５５の形状を直線状以外の形状（例えば円形状等）に変更
させる指示、走査ライン５５の長さを変更させる指示、走査範囲５６の形状を変更させる
指示、および走査範囲５６の大きさを変更させる指示等を入力することもできる。この場
合、ＣＰＵ４１は、入力された指示に応じて走査ライン５５または走査範囲５６を変更す
る。また、ＣＰＵ４１は、操作部４８から入力される操作信号によってユーザからの指示
を入力してもよい。ＣＰＵ４１は、マイク４６に入力された音に対して音認識処理を行う
ことで、ユーザからの指示を入力してもよい。
【００４８】
　また、走査位置をユーザに指定させるための具体的な方法を変更できることは言うまで
もない。例えば、複数の走査ラインが組み合わされたパターンスキャン（例えば、クロス
スキャン、ラジアルスキャン等）の位置をユーザが指定できてもよい。また、ＣＰＵ４１
は、複数の撮影動作を連続して実行するコンビネーション撮影（以下、「コンボ撮影」と
いう場合もある）の走査位置を、ユーザに指示に応じて規定してもよい。
【００４９】
　また、図２および図３に示す例では、事前正面画像５０上で走査位置が規定される。し
かし、事前データは、事前正面画像５０上で走査位置が規定されたデータでなくてもよい
。例えば、事前正面画像５０の代わりに、被検体の組織の配置が模式的に表されたモデル
（例えば、後述する眼底モデル６０（図５参照））上で走査位置が規定されてもよい。ま
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た、被検体上の特定部位（例えば、視神経乳頭５１、黄斑５２、および眼底血管５３等の
少なくともいずれか）を基準位置とし、基準位置と走査位置の関係が規定されたデータが
事前データとして生成されてもよい。
【００５０】
＜カスタムパターン生成処理＞
　図４および図５を参照して、カスタムパターン生成処理について説明する。本実施形態
の画像撮影装置１では、ユーザは、コンボ撮影の撮影パターンを自由に作成することがで
きる。ユーザが作成したコンボ撮影の撮影パターンをカスタムパターンという。カスタム
パターン生成処理では、ユーザの指示に応じてカスタムパターンが生成される。本実施形
態では画像撮影装置１がカスタムパターン生成処理を実行するが、他の装置（例えばＰＣ
等）がカスタムパターン生成処理を実行してもよい。
【００５１】
　まず、ＣＰＵ３１は、被検体の組織のモデル（本実施形態では眼底モデル６０）をモニ
タ３７に表示させる（Ｓ１１）。一例として、図５に示す眼底モデル６０では、眼底組織
である視神経乳頭６１、黄斑６２、および眼底血管６３が模式的に表されている。眼底モ
デル６０の代わりに、一般的な被検体の正面画像が用いられてもよい。
【００５２】
　次いで、ＣＰＵ３１は、ユーザによって入力された指示に応じて、眼底モデル６０上に
複数の撮影パターンを規定することで、カスタムパターンを生成する（Ｓ１２）。例えば
、撮影パターンの種類を選択する指示が入力されると、ＣＰＵ３１は、選択された撮影パ
ターンを眼底モデル６０上に表示させる。撮影パターンには、例えば、直線状に測定光を
走査させるライン撮影パターン、複数の測定光を互いに交差させるように走査させるクロ
ス撮影パターン、ラスタースキャンを行うマップ撮影パターン等が設けられていてもよい
。図５に示す例では、マップ撮影パターン６５とライン撮影パターン６６が表示されてい
る。ＣＰＵ３１は、ユーザからの指示に応じて眼底モデル６０上で撮影パターンを移動さ
せる。また、ＣＰＵ３１は、ユーザからの指示に応じて、複数の撮影パターンの撮影順序
を規定する。図５に示す例では、１回目にマップ撮影パターン６５、２回目にライン撮影
パターンが実行されることが規定されている。図５に示すカスタムパターンでコンボ撮影
が実行されると、黄斑近傍でマップ撮影が行われた後、黄斑と視神経乳頭の中間位置近傍
でライン撮影が連続して行われる。なお、前述した事前データ作成処理と同様に、ユーザ
からの指示は、操作部３７を介して入力されてもよいし、マイク４６を介して入力されて
もよい。
【００５３】
　次いで、ＣＰＵ３１は、Ｓ１２で生成したカスタムパターンを、カスタムパターンを特
定するための特定キーワードに対応付けて、ＮＶＭ３４に記憶させる（Ｓ１３）。特定キ
ーワードは、ユーザによる指示に応じて設定されてもよい。
【００５４】
＜撮影処理＞
　図６～図８を参照して、画像撮影装置１が実行する撮影処理について説明する。本実施
形態の画像撮影装置１は、事前データと観察正面画像の照合結果に基づいて、事前に規定
された位置に測定光を走査させることができる。また、本実施形態の画像撮影装置１は、
音認識処理による認識結果に基づいて、撮影動作を決定するパラメータおよび信号を生成
することができる。画像撮影装置１のＣＰＵ３１は、ＮＶＭ３４に記憶された画像撮影制
御プログラムに従って、図６に示す撮影処理を実行する。
【００５５】
　まず、ＣＰＵ３１は、音認識処理を開始する（Ｓ２１）。本実施形態で実行される音認
識処理では、マイク３６に入力された音が、コンピュータで処理可能な情報として処理さ
れる。
【００５６】
　次いで、ＣＰＵ３１は、正面観察光学系２３（図１参照）による観察正面画像の取得を
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開始する（Ｓ２２）。詳細には、ユーザから患者に固視標を注視するように指示されたう
えで、患者眼に対する装置のアライメントが行われることで、眼底の観察正面画像の取得
が開始される。
【００５７】
　ＣＰＵ３１は、光路長差およびフォーカスの少なくともいずれかの調整指示が音によっ
て入力されたか否かを判断する（Ｓ２４）。光路長差とは、ＯＣＴ部１０における測定光
と参照光の光路長の差である。フォーカスとは、ＯＣＴ部１０における光学系のフォーカ
スである。調整指示が入力された場合（Ｓ２４：ＹＥＳ）、ＣＰＵ３１は、ユーザからの
指示に応じて光路長差およびフォーカスの少なくとも一方を調整する（Ｓ２５）。処理は
Ｓ４２へ移行する。
【００５８】
　ユーザが光路長差およびフォーカスの調整を指示するためのキーワードには、例えば「
Ｏｐｔｉｍｉｚｅ」等を採用できる。ＣＰＵ３１は、音認識処理による認識結果が「Ｏｐ
ｔｉｍｉｚｅ」である場合、撮影された断層画像において組織が写る位置に基づいて光路
長差調整部２１を駆動させることで、光路長差を自動調整する。さらに、ＣＰＵ３１は、
音認識処理による認識結果が「Ｏｐｔｉｍｉｚｅ」である場合、撮影された断層画像のコ
ントラストに基づいてフォーカス調整部１７を駆動させることで、フォーカスを自動調整
する。なお、ＣＰＵ３１は、光路長差およびフォーカスの一方のみを音認識の結果に基づ
いて調整してもよい。また、ＣＰＵ３１は、光路長差およびフォーカスを自動調整する代
わりに、音によって指示された量だけ、光路長差およびフォーカスの少なくとも一方を調
整してもよい。
【００５９】
　ＣＰＵ３１は、事前プラン撮影の実行指示が音によって入力されたか否かを判断する（
Ｓ２７）。前述したように、事前プラン撮影とは、ユーザによって事前に規定された走査
位置に測定光を走査させる撮影である。事前プラン撮影の実行指示を示すキーワードには
、「プラニング撮影」等の種々のキーワードを採用できる。事前プラン撮影の実行指示が
入力されると（Ｓ２７：ＹＥＳ）、ＣＰＵ３１は、事前プラン撮影準備処理を実行する（
Ｓ２８）。その後、処理はＳ４２へ移行する。
【００６０】
　図７を参照して、事前プラン撮影準備処理について説明する。まず、ＣＰＵ３１は、画
像撮影装置１によって撮影を行う患者を特定する（Ｓ５１）。患者の特定は、例えば、患
者のＩＤ等を入力することで行われてもよい。ＣＰＵ３１は、撮影する患者（つまり、Ｓ
５１で特定した患者）の事前データを取得する（Ｓ５２）。前述したように、本実施形態
では、画像撮影装置１とは異なるデバイスである事前データ生成装置４０によって事前デ
ータが生成される。Ｓ５２では、有線通信、無線通信、または着脱可能なメモリ等の少な
くともいずれかを介することで、事前データ生成装置４０から事前データが取得される。
【００６１】
　次いで、ＣＰＵ３１は、現在撮影されている観察正面画像と、Ｓ５２で取得された事前
データとを照合させる（Ｓ５３）。一例として、本実施形態のＣＰＵ３１は、事前データ
において用いられた事前正面画像５０（図３参照）と、現在撮影されている観察正面画像
との相関値が最も高くなるように２つの画像の位置合わせを行うことで、観察正面画像と
事前データを照合させる。
【００６２】
　ＣＰＵ３１は、Ｓ５３で行われた照合の結果に基づいて、測定光の走査位置を設定する
（Ｓ５４）。一例として、本実施形態では、事前正面画像５０と観察正面画像の位置合わ
せが行われた状態で、事前正面画像５０上で規定された走査位置が、実際に測定光を走査
させる走査位置として設定される。ＣＰＵ３１は、Ｓ５４で設定した走査位置に測定光を
走査させるためのパラメータ（つまり、撮影動作のうち、光スキャナ１４の駆動を制御す
るためのパラメータ）を生成して記憶させる（Ｓ５５）。その結果、後述するＳ４４では
、事前データにおいて規定された走査位置に測定光が走査される。
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【００６３】
　図６の説明に戻る。ＣＰＵ３１は、フォローアップ撮影の実行指示が音によって入力さ
れたか否かを判断する（Ｓ３０）。フォローアップ撮影とは、同一の患者眼に対して過去
に実行した撮影動作の撮影条件と同一の撮影条件で行われる撮影である。従って、フォロ
ーアップ撮影は、同一の患者に対する経過観察を医師が行う場合等に有用である。本実施
形態における「撮影条件」は、組織に対する測定光の走査位置を示す。しかし、フォロー
アップ撮影では、走査位置以外の撮影条件（例えば光路長差等）も過去の条件と同一とさ
れてもよい。フォローアップ撮影の実行指示を示すキーワードには、「フォローアップ」
等の種々のキーワードを採用できる。フォローアップ撮影の実行指示が入力されると（Ｓ
３０：ＹＥＳ）、ＣＰＵ３１は、フォローアップ撮影準備処理を実行する（Ｓ３１）。そ
の後、処理はＳ４２へ移行する。
【００６４】
　図８を参照して、フォローアップ撮影準備処理について説明する。なお、フォローアッ
プ撮影準備処理におけるＳ５１，Ｓ５３～Ｓ５５の処理には、前述した事前プラン撮影準
備処理のＳ５１，Ｓ５３～Ｓ５５と同様の処理を採用できる。従って、Ｓ５１，Ｓ５３～
Ｓ５５の処理の説明は簡略化する。まず、ＣＰＵ３１は、画像撮影装置１によって撮影を
行う患者を特定する（Ｓ５１）。次いで、ＣＰＵ３１は、撮影する患者（特定した患者）
の過去の撮影条件データを事前データとして取得する（Ｓ１５２）。過去の撮影条件デー
タとは、同一の患者に対する過去の撮影動作における撮影状況のデータである。詳細はＳ
４８（図６参照）を参照して後述するが、本実施形態では、撮影動作が行われた際に、撮
影条件が患者に対応付けてＮＶＭ３４に記憶されている。Ｓ１５２では、ＮＶＭ３４に記
憶されている過去の撮影条件が事前データとして取得される。
【００６５】
　ＣＰＵ３１は、現在撮影されている観察正面画像と、Ｓ１５２で取得された事前データ
とを照合させる（Ｓ５４）。ＣＰＵ５４は、照合の結果に基づいて測定光の走査位置を設
定する（Ｓ５４）。その結果、過去の撮影動作において測定光が走査された位置と同一の
位置が、今回の撮影動作（後述するＳ４４）における測定光の走査位置として設定される
。ＣＰＵ３１は、Ｓ５４で設定した走査位置に測定光を走査させるためのパラメータを生
成し、ＮＶＭ３４に記憶させる（Ｓ５５）。
【００６６】
　図６の説明に戻る。ＣＰＵ３１は、コンボ撮影パターンを指定する指示が音によって入
力されたか否かを判断する（Ｓ３３）。本実施形態では、コンボ撮影の撮影パターンが予
め複数定められている。一例として、本実施形態では、黄斑マップ撮影と黄斑ライン撮影
を連続して実行するパターン（いわゆる「黄斑コンボ」）、および、乳頭マップ撮影と乳
頭ライン撮影を連続して実行するパターン（いわゆる「乳頭コンボ」）を含む複数のコン
ボ撮影のパターンが定められている。さらに、本実施形態では、前述したカスタムパター
ン生成処理（図４参照）において、コンボ撮影の撮影パターンをユーザが自由に作成する
ことができる。コンボ撮影の撮影パターンを指定する指示が入力されると（Ｓ３３：ＹＥ
Ｓ）、ＣＰＵ３１は、カスタムパターンを含む複数のコンボ撮影の撮影パターンのうち、
音認識処理による認識結果に対応する撮影パターンで撮影動作を実行するためのパラメー
タを生成する（Ｓ３７）。その後、処理はＳ４２へ移行する。なお、撮影パターンの指定
指示を示すキーワードには、例えば、「黄斑コンボ」「乳頭コンボ」「カスタムＡ」等の
種々のキーワードを採用できる。
【００６７】
　ＣＰＵ３１は、撮影位置を指定する指示が音によって入力されたか否かを判断する（Ｓ
３６）。本実施形態では、ユーザが音によって撮影位置（つまり、測定光の走査位置）を
指定すると、指定された位置に自動的に測定光が走査される。一例として、本実施形態で
は、撮影位置を指定するためのキーワードとして「乳頭」および「黄斑」が設けられてい
る。撮影位置を指定する指示が入力されると（Ｓ３６：ＹＥＳ）、指定位置撮影準備処理
が実行されて（Ｓ３７）、処理はＳ４２へ移行する。指定位置撮影準備処理では、ＣＰＵ
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３１は、観察正面画像に対して画像処理を行うことで、観察正面画像に写る患者眼の組織
の配置を取得する。ついで、ＣＰＵ３１は、取得した組織の配置に基づいて、指定された
位置に測定光を走査させるためのパラメータを生成する。例えば、「乳頭」が指定される
と、ＣＰＵ３１は、観察正面画像における視神経乳頭の位置を特定し、特定した位置に測
定光を走査させるためのパラメータを生成する。なお、ユーザは、Ｓ３７で設定される測
定光の走査パターン（例えば、ラインスキャン、クロススキャン、ラスタースキャン等）
を音によって指示することも可能である。
【００６８】
　ＣＰＵ３１は、走査ラインの位置、形状、長さ、および走査範囲の位置、形状、大きさ
の少なくともいずれかを変更する指示が音によって入力されたか否かを判断する（Ｓ３９
）。変更指示が入力されると（Ｓ３９：ＹＥＳ）、ＣＰＵ３１は、現在設定されている走
査ラインまたは走査範囲を、入力された指示に応じて変更し、測定光を走査させるための
パラメータを新たに生成する（Ｓ４０）。例えば、方向を指示する音が入力された場合に
は、ＣＰＵ３１は、現在設定されている走査ラインまたは走査範囲の位置を、指示された
方向に移動させる。同様に、形状、長さ、大きさを指示する音が入力された場合には、Ｃ
ＰＵ３１は、現在設定されている走査ラインまたは走査範囲の形状、長さ、大きさを、指
示に応じて変更する。
【００６９】
　ＣＰＵ３１は、撮影動作の開始を指示する音（例えば「撮影開始」等）が入力されたか
否かを判断する（Ｓ４２）。入力されていなければ、処理はＳ２４へ戻り、Ｓ２４～Ｓ４
２の処理が繰り返される。撮影動作の開始を指示する音が入力されると（Ｓ４２：ＹＥＳ
）、ＣＰＵ３１は、Ｓ２８，Ｓ３１，Ｓ３４，Ｓ３７，Ｓ４０等の処理によって生成され
たパラメータに従って光スキャナ１４等の駆動を制御することで、断層画像の撮影を実行
する（Ｓ４４）。
【００７０】
　ＣＰＵ３１は、Ｓ４４によって撮影された断層画像をモニタ３７に表示させると共に（
Ｓ４５）、再撮影の実行指示が音によって入力されたか否かを判断する（Ｓ４６）。ユー
ザは、モニタ３７に表示された画像を許容するか否かの指示を、音によって画像撮影装置
１に入力することができる。画像を許容する指示を示すキーワードには、例えば「ＯＫ」
等を採用できる。画像を許容せずに再撮影の実行を指示するキーワードには、例えば「Ｎ
Ｇ」「再撮影」等を採用できる。再撮影の実行指示が入力されると（Ｓ４６：ＹＥＳ）、
処理はＳ４４へ戻り、前回と同じパラメータに従って再度撮影が行われる。画像を許容す
る指示が入力されると（Ｓ４６：ＮＯ）、撮影された画像と、Ｓ４４における撮影動作が
行われた際の撮影条件が、患者に対応付けてＮＶＭ３４に記憶される。
【００７１】
　上記実施形態で開示された技術は一例に過ぎない。従って、上記実施形態で例示された
技術を変更することも可能である。例えば、画像撮影装置１は、上記実施形態で例示され
た複数の処理の全てを実行する必要は無く、上記複数の処理の一部のみを実行することも
可能である。上記実施形態において音で入力された指示の一部が、操作部３８を介して入
力されてもよい。
【００７２】
　ＣＰＵ３１は、トラッキングを実行するか否かを決定する信号を、音認識処理による認
識結果に基づいて生成してもよい。なお、トラッキングとは、被検体の組織の動きに応じ
て測定光の走査位置を追従させる処理である。また、ＣＰＵ３１は、加算平均処理に用い
られる断層画像の数を決定するパラメータを、音認識処理による認識結果に基づいて生成
してもよい。加算平均処理とは、同一の位置で撮影された複数の画像の画素値の平均値を
取ることでノイズを軽減する処理である。また、ＣＰＵ３１は、モーションコントラスト
画像の撮影と断層画像の撮影を切り替える信号を、音認識処理による認識結果に基づいて
生成してもよい。モーションコントラスト画像とは、組織における動き（例えば、組織の
血管を流れる血流、組織内のリンパ液の流れ等）を示す画像である。画像撮影装置１は、
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組織の同一位置から異なるタイミングで複数のＯＣＴ信号を取得し、取得した複数のＯＣ
Ｔ信号を処理することで、モーションコントラスト画像を取得することも可能である。モ
ーションコントラスト画像の撮影と断層画像の撮影を音によって切り替えることで、ユー
ザの作業効率はさらに向上する。
【００７３】
　上記実施形態では、マイク３７に入力された音のうち、ユーザの発言が音声認識処理に
よって抽出され、抽出された発言に応じて各種パラメータおよび信号が生成される。しか
し、ＣＰＵ３１は、発言以外の特定の音（例えば、手を叩く音等）を認識したことを契機
として各種パラメータ等を設定してもよい。
【００７４】
　また、ＣＰＵ３１は、音入力手段（本実施形態ではマイク３６）に対する音の発生源の
方向、および、音入力手段と音の発生源の間の距離の少なくともいずれかを検出し、検出
結果に基づいてパラメータおよび信号の少なくともいずれかを生成してもよい。一例とし
て、ＣＰＵ３１は、音の発生源の方向に装置の筐体を動かしてもよい。また、ＣＰＵ３１
は、音の発生源との間の距離に応じて、装置の停止、または、スピーカから発生させる音
のボリューム調整等を制御してもよい。音の発生源の方向および距離を検出する方法には
種々の方法を採用できる。例えば、複数の音入力手段を使用し、それぞれの音入力手段へ
の音の到達時間のずれと、複数の音入力手段の間の距離に基づいて、発生源の方向を検出
する方法がある。また、音の位相干渉に基づいて発生源との間の距離を検出する方法もあ
る。
【００７５】
　ＣＰＵ３１は、発言を行った人物を音認識処理（例えば、声紋認証処理等）によって特
定し、特定した結果に応じてパラメータおよび信号の少なくともいずれかを生成してもよ
い。例えば、ＣＰＵ３１は、装置を操作して患者の検査を行う検査者（例えば、医師また
は補助者等）を音認識処理によって特定した場合に、画像撮影装置１の種々の撮影条件の
少なくともいずれかを、特定した検査者が予め決定していた撮影条件、または、特定した
検査者が過去に選択した撮影条件に設定してもよい。また、ＣＰＵ３１は、患者を音認識
処理によって特定した場合に、特定した患者の過去の撮影条件データを事前データとして
取得してフォローアップ撮影を行ってもよい。
【００７６】
　ＣＰＵ３１は、画像が連続して撮影されている状態で、音認識処理による認識結果がキ
ャプチャー画像の保存を指示する結果であった場合に、連続して撮影されている複数の画
像の少なくとも１つをキャプチャー画像として取り込み保存してもよい。この場合、ユー
ザは、連続して撮影されている画像のうち、所望のタイミングで撮影された画像を、容易
に画像撮影装置１に保存させることができる。
【００７７】
　ＣＰＵ３１は、音認識処理による認識結果に基づいて撮影動作を決定した場合に、撮影
動作を決定する契機となった音認識処理の認識結果を表示手段に表示させてもよい。また
、ＣＰＵ３１は、音認識処理による認識結果に基づいて撮影動作を複数回決定した場合に
、複数の撮影動作の各々を決定する契機となった音認識処理の認識結果を表示させてもよ
い。この場合、ユーザは、音によって指示した撮影動作が適切に実行されたか否かを、表
示手段の表示内容によって容易に確認することができる。
【符号の説明】
【００７８】
１　　画像撮影装置
１０　　ＯＣＴ部
１１　　ＯＣＴ光源
１２　　カップラー
１３　　測定光学系
１４　　光スキャナ
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２０　　参照光学系
２３　　正面観察光学系
３０　　制御部
３１　　ＣＰＵ
３４　　ＮＶＭ
３６　　マイク
３７　　モニタ
４０　　事前データ生成装置
４１　　ＣＰＵ

 

【図１】 【図２】
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